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(2)一一経済学的研究ーー犯罪統計を用いた一般抑止研究刊

犯罪とサンクションの同時的モデル
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で述べたように，経済学の立場からする一般抑止研
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論説

究は，犯罪の経済学の枠組全体との関連で理解されなければならない.し

かし社会学者・犯罪学者が行ってきた一般抑止研究(本稿VJ，で述べた諸

研究)に対する，経済学者の直接的な批判は以下に述べる点にあり，経済

学者はそのような批判にそって一般抑止に対する計量経済学的な研究を展

開していったので、ある.従ってこの章では，第1に，社会学者・犯罪学者

の諸研究に対して，経済学者がどのように批判しているかを述べる.第2

に，論述の順序としては本質的ではないが，経済学者の批判にそったわか

り易い研究の 1つであるOrsagh(l973)に言及する.しかしすでtこ述べたよ

うに，計量経済学的な一般抑止研究の創始者であるアーリックにおいて

は，計量経済学的な分析は犯罪の経済学の枠組全体に統合されていたので、

あるから，第3にEhrlich0973 b )に立ち返り，その全体像を把握する.

その後，他の計量経済学的諸研究に言及し，全体的総括を行う.

{2) 犯罪とサンクションの同時的モデル

すでに E 経済学の侵略，で、述べたように，犯罪とサンクションの同時

的モデ‘ルというアイディアの基本は，犯罪率とサングションの関係を，一

方的な因果関係として捉えるべきではなく，両者が相互に他者に影響を与

えているという同時的な関係として捉えるべきである，という点にある.

すなわち経済学者は，一方で，抑止の仮説に従ってサンクションが犯罪率

に影響することを認める.しかし他方で，犯罪率の増大がサンクションを

減少させるのではないかと主張する.なぜなら，経済学の基本原理によれ

ば資源は限界生産性 marginalproductivityの減少を示しい，それは刑事司

法システムの資源についてもあてはまるカか通らである(刑事司法システムの

活動は法執行の生産と理解さ丹勺2;(N暗叩in，
をサンクシヨン変数として主として取り扱われてきた収監率と刑期につい

て具体的に述ベよう.

第1に収監率については次のように考えられるであろう.犯罪率が増大

すれば，裁判所の事務処理能力には限界があるから，答弁取引 pleabar-
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刑罰による犯罪の抑止 (2) 

gainingが増大する.従ってもとの事件はより軽い事件として処理される

ことになる(例えば加重暴行傷害 aggravatedassaultが単純暴行 simple

assaultとして).そして同種の犯罪においてはもともと重い犯罪の方が犯

罪数が少ないのだから，一般的に重大な犯罪(指標犯罪はその種の犯罪で

ある)については，当該犯罪名での収監率は過小評価されることになる.

それは収監率と犯罪率との聞に負の相闘をひきおこす (Nagin，1978: 116 

-117).第2に，答弁取引の効果と刑期の関係はよりはっきりしない.し

かし，犯罪率の増大は答弁取引を増大さぜる.その結果，答弁取引でより

軽いタイプの犯罪として扱われた犯罪は，もともとはより重大な犯罪なの

だから，刑期は重くなる可能性が多いであろう.このことは，より重大な

犯罪からおちてくる可能性のある犯罪類型の犯罪の刑期を過大評価するこ

とになる.この過大評価は，その犯罪類型の犯罪率と刑期との間の負の相

関を中和する効果をもつのではなL、かと考えられる (Nagin，197R: 117 ; 

Blumstein et al. (eds.)， 1978 : 38). 

ところで，このような同時的な因果関係を想定しうるとすると，集合的

データを用いて刑罰による抑止効果の実証を行う場合には，その2つの因

果関係を識別し特定することが必要となる.そして，犯罪率とサングショ

ンの関係のように変数に同時的な関係があると想定される場合，つまり，

2つの変数X，Yが，一方が独立変数で他方が従属変数とL、う場合ではな

く 2つの変数が同時に独立変数であり，従属変数であるとL、う場合にお

いて¥，、かなる条件のもとに¥，、かにLて回帰方程式によるパラメータ推

定が可能か4 という問題を論じているのが計量経済学における同時推定法

の議論である.つまり，同時従属変数の場合には，通常の回帰方程式によ

っては適切な推定を行うことができないのであり，方程式の識別 identifi'

cationとし、う新たな問題が生じてくるのである.この問題の重要性につい

てブラムシュティスらは次のように述べている.r方程式の識別の問題は，

些細な技術的な問題ではない.もしシステムが適切に識別されないと，完

全に誤まった結論が引き出されるのだ.J (Blumstein et al. (eds.)， 1978 

北法33(3・426)1014 



論説

: 26)本稿では同時推定法について，簡単な例によりつつわかり易く，視

覚的に説明しよう.
(135) 

通常の回帰方程式は注(110) で説明した通り， 2.Jd~ が最小になるように定めら

れたC=a+bSであった(図ー5参照). ところで，ここではSが独立変数であり，

図-5

(犯罪率7171Nj=+bS
S 
(解決率)

Cが従属変数であったが，SとCの関係が同時に独立変数であり従属変数であった

らどうなるであろうか.今，その同時的な関係を回帰方程式の形に表し，

C=a+bS一一ーla

S=c+dC一一lbとする(図-6).

C 
(犯罪率)

図-6

S=c+dC 

C=a+bS 

S 
(解決率)

視覚的に説明すれば，図-6のような場合には(観測者には真の方程式は観測され

ず，図上の点しか観測されない〕観測値(図 kの点〕は両方程式の交点のまわりに

散らばっているのであって，その観測値からは方程式を識別できないのである.で
(136)(137) 

は，いかなる条件のもとでパラメータ推定が可能であろうか. 今述べたように，

la，lbからだけで‘は交点(Co，So)が観測されるのみである.次に，平均刑期Tが犯

罪率Cには効いていると思われるが，解決率Sには効いていないと仮定する.
(138) 

北法33(3・425)1013 
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C=a+bS+eT--1a' 
更に e<O.d<Oとする.そして，
b=Oは観測j者には観測されない.

C 

S 

ここでは仮に b=Oであるとする. もちろん

国一7

C=a+bS+eT3 

C=a+bS+eT2 

C=α+bS+eTl 

Tl>12>T3 

図-7は3つの異なったTの値についての方程式1a'のそれぞれの値を示してい

る.e<Oだから.Tが増加するとCは減少する. 1 bと1a'を重ね合わせると図-
8のようになる.

C 

G 

G 

G 

S3 

図-8

S=C+dC 

S2 S 

その結果.CとSの3つの均衡点がえられ，その 3点が結ぼれれば，

に決定される.しかし犯罪函数 C=a+bSは依然として推定されない.

1 bは一意的

つまり，
(139) 

C=a+bSを識別するためには.Cに効いていてSには効いていないことがアプリ
オリに仮定できる変数を外生変数として導入することが必要なのである.

(140) 

2 個別的研究 (1)一一刑罰の確実性・厳格性と犯罪率一一

(1) Orsagh (1973) 

北法33(3・424)1012 



論説

被は「犯罪とサンクションという 2つの変数はおそらく相互に影響し合

っており，そのような場合には通常の回帰分析で、推定された回帰係数は量

だけでなく符号も誤まっていることがありうる.Jと述べ (Orsagh，1973 : 

355)，以下のような同時推定法の具体的適用例を示している.なお，変数

の意味は表ー7の通りである.
Cl4J) 

Cr行i押me=一，ん+s1Riおsk+sん2Age十saPoor+s4舎Cα'i~わ砂y沖+μ 

Risk=α。十αlCrime十α2Age+αaCot+ν

μ，νは苦L項

表-7
Cγime:犯罪率(指標犯罪の合計についての〉

Risk:有罪率(報告された犯罪数との比〕

Age: 全人口に占める15~30歳の割合

Poor:貧困の指標(年収と乳児死亡率から算定〕

Coρ:警官の人口比

Orsagh (1973 : 358)より

そして彼は通常の最小自乗法 (OLSと略す)と 2段階最小自乗法 (TSLS

と略す)の両者の結果を示している(表ー8).TSLSとOLSを比べると，

表-8
R2:説明率， ( )内は tの値

OLS 

(1) Crime=ー .34Risk-. 07Age+. 20Poor十.66City R2=.54 
(3.1) (.7) (1. 8) (7.0) 

(2) Risk ー .38Crime-. 09Age+. 53Poor+. 09Cop R2=.35 
(2.7) (.8) (4.8) (.6) 

TSLS 

(3) Crime=ー 2.30Risk-. 22Age+1. 22Poor+. 42Ciり R2=.50
(2. 3) (1. 8) (2.3) (2.7) 

(4) Risk 一.06Crime-. 09Age+. 51Poor-.11Cop R2=.26 
(.2) (.8) (4.3) (.5) 

Orsagh (1973 : 359 Table 1)より

犯罪函数(表ー8の(1)と(3))についてはOLSはTSLSに比べて，サンクシ

北法33(3・423)1011 
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ョンの犯罪への影響を過小評価している (Orsagh，1973: 360).又， サン

グション函数(表ー8の(2)と(4))については， TSLSでは犯罪率はサンク

ションの確実性に影響していないのに対し， OLSでは犯罪率の増加はサン

グションの確実性の減少を示している (Orsagh，1973: 360).結局， TSLS 

の結果によれば，有罪の確実性は犯罪に対して抑止効果を有しているとい

うことになる
(143)(144) 

(2) Ehrlich (1973 b ) 

Ehrlich (1973 b )は， モデノレの構成においても実証においても最も包括

的であり，かつ同時推定法を用いた研究の口火を切った研究主義主j従つ

て， ここでは， 経済学の侵略， で、述べたことと若干重複する部分もあ

るが，犯罪の経済学の枠組全体との関連を把握するために，彼の犯罪遂行

ぞデルの基本的なアイディアについても言及することにする

本稿(1)276ページで、述べたように， アーリックは犯罪行動の包括的なモ

テ、ルの定式化と，

している.

その計量経済学的なレベノレで、の実証の両者の総合を目指

自分の研究が，次の3点でベッカーその他の従前そして彼は，

の研究を越えていると述べている.

第1に，機会 opportunityという概念によって刑罰と報酬の両者を， ペコ

まり，刑罰のコストのみではなく，合法的行動及び非合法的行動のコスト

と利得を問題にするという点である. この点は実証において，犯罪率と

法執行の関係とともに，犯罪率と所得の不均一(それは犯罪の機会費用

opportunity costを表す〉の関係を検証することに対応している(Ehrlich，

1973 b : 522).第2に，犯罪者の決定の問題を，不確実性下における，競

合的な行動に対する資源の最適配分の問題として表現するという点である.

そのことによって犯罪者の決定は職業選択の一般理論に結びつけられる

(EhrIich， 1973 b : 522).第3に，実証においては，犯罪と犯罪に対する

防御の相互作用を， つまり犯罪と法執行の相互作用を，同時方程式の計量

経済学的モデルを用いて分析するという点である (Ehrlich，1973 : 523). 

北法33(3・422)1010 
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そして彼はまず最初に，非合法的行動への参加のモデルを展開している.

簡単なモデルにおいては，ある時刻において 2つの行動が排他的で、あると

したら，人はその期待効用 expectedutilityを比較して，その2つの行動

のうちから lつを選択する (Ehrlich，1973 b : 523). しかしより一般化

されたモデルにおいては，犯罪者は非合法的行動から合法的行動に移行す

ること，さらにその逆も可能である (Ehrlich，1973 b : 524).つまり犯罪

者の行動は，競合する合法的及び非合法的行動に対して時間その他の資源

の最適な配分の結果として生じた最適な行動の組み合わせとして定義でき

る (Ehrlich，1973 b : 524). より具体的に述べると，彼は次のようにし

て，犯罪市場への最適な参加に関して，期待効用の議論を展開している.
(Iぬ〉

①個人は，非合法的行動 iか，合法的行動1のいずれかの市場行動に参加

することができる.②それぞれの行動に入るための訓練のコストはOであ

り2つの行動の聞の移動のコストも Oとする.③いずれの行動についても

利得は労働時間の単調増加函数である.④行動 1は， その純益が Wt(tt)

によって確実性をもって与えられる(なお tは投入された時間).⑤行

動 iの純益は2つの状態 a，bの条件づきである.状態aはその期間の

終わりで逮捕され罰せられる場合であり，その確率をPiとする.状態 b

はその期間の終わりで、逮捕されない場合であり，その確率は 1-Piである.

そして，状態bの場合には行為者は Wi(ti)の利得を獲得し，状態aの場

合には，彼は Fi(ti)を失う.ところで， ここで，状態 Sにおける効用を

Us=U(Xs，ん)で表す.

なおXsは，市場的効用を持つもののストック〈資産， その期間の収入

など)， tcは余暇に向けられた時間を表す。

今までの仮定から，状態 Sは状態aと状態bからなる.つまり，

Xb=W'十Wi(ti)十Wt(tl) 、 確率 1-Pi

Xa=W'十Wi(ti)-Fi(ti) +耳石(tl)確率 Pi 

なお W'は個人の資産の市場価値

そうすると，期待効用 EUは，

北法33(3・421)1009 



刑罰による犯罪の抑止 (2} 

EU(X" ん)=(l-Pi)U(Xb，ι)+PiU()(，α，ゐ〉

(Ehrlich， 1973 b : 524-526) 

そして，アーリックは，この効用函数最大化の問題を論じている.
(J5J) 

次に，以上の前提のもとに，ある時期における非合法的行動と関連した

行動函数が定義される.それは，

qij=めJCPijfij Wij Wlj Ulj，πj) 

但しjは特定の個人 は特定の犯罪類型.多くの非合法的行動は非連続

的な行動からなっているので，qijは特定の個人jが行う犯罪iの数を観察

することにより特定できる uは，失業率である.そして，加i，Wlはそれ
(52) 

ぞれ，非合法的行動，合法的行動からの利得であり， fiは，逮捕された場

合に失う利得である.

そしてアーリックは，行動函数仇1 を集合的なレベルで展開しなおす

(Ehrlich， 1973 b : 534 et seq.).つまり，

Qi = lJfi(Pi， Fi， Yi， Yt， Uz， JIi) 

さらに 1[I"iは，実証的な推定という観点から，

(~)i = APib明 2iYiC1i町明Vei州 μ)

μ:乱項， (Q/N)i: iタイプの犯罪の犯罪率， V:環境を表す変数ベクトル

Fi， Yi，Ylはfij，切り，切りの算術平均

(Ehrlich， 1973b : 537ー538)

と表現し直される.この式が州を観察単位とする回帰分析に用いられるの

である.ところで，利用可能な統計資料は限られているから，巴の相対的

変動を流動資産の中位数，具体的には世帯所得の中位数Wで近似する(つ

まり，流動資産の量は潜在的被害者によって与えられる機会を表現する変

数である).次に， Yl (潜在的犯罪者にとって利用しうる合法的機会の回数

の平均〉の変動を中位数以下の世帯所得の平均(実際には世帯所得の中位

数のす以下の世帯の割合Xを用いる)で近似お そして，財産犯につい

てはW，Xは犯罪の頻度と正の相闘をすると予測される (Ehrlich，1973 

b : 539-540). 

北法33(3・420)1003 



論

次に，刑罰の確実性Pと，刑罰による利得の減少すなわち刑罰の厳格性

Fは，法執行に対する資源の配分によって決定され，又，犯罪のレベルそ

れ自体によっても決定されるから，PとFは，一般的に言って外生変数で

はない.さらに法執行に対する資源の配分は，犯罪率の結果として生ずる

社会的損失に影響される.従って，彼のモデルは犯罪供給函数，警察およ

び裁判所による直接の法執行活動の生産函数，及びそれらの法執行活動の

需要函数(それは，犯罪に対する負の需要あるいは，その防御に対する需

要である)の3つの方程式からなり，その3つの方程式が同時に決定され

る (Ehrlich，1973 b : 540， 543). なお， このそデノレで，法執行生産函数

t土

P=B(~) (皇}ど exp(，;)
¥NI ¥NI 

sI>O， s2<0 Z:生産性を表すベクトノレ ご:乱項

と表現される.
(155) (56) 

そして，以上のモデルをもとに，次のような回帰方程式について推定が

行われた.

ln (~L =a+bρれ+刷れ+ゆW+c仰 X+仇 NW+向一①

/E¥ . /Q¥ InPi=ao+al叩 T十a2dn{~ I +a.dn{主 +a4dn W + a5ilnX ¥Nん-12も ¥N)ι1

十aSilnU35-39十a7;lnNW+asilnA1←24 + a9ilnSMSA + a10ilnM 

十alliInN十a12iD+aI3dnEd+!;i-一一②

なお，変数の意味は，表-9の通りである.

表-9

* iは，ある特定の犯罪類型
I け :今期限1期遅れの犯罪率(mz，G 
(言)i=Pi 収監率

Ti 平均刑期

w 世帯収入の中位数
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刑罰による犯罪の抑止 (2)

X 世帯収入の単位数の÷以下の世帯の割合

NW 詐白人の割合

A14~24 : 14-24歳の男性人口の割合

U1←24. U，町一回:14-24歳.35-39歳の都市男子の失業率

L14-24 : 14-24歳の都市男子の就業率

Ed : 25歳以上の者の平均就学年数

五.(長)t-1 
:都市圏人口の割合 (SMSAの意味については注(191)参照〉

:人口 1人当りの警察経費.1960年.59年

:男子人口の割合

:南部の州か北部の州かを表すダミー変数

Ehrlich (1973b : 544 Table 1 )より

ここでは，主たる結果である60年のデータに基づく TSLSの結果を示す〉

(表-lO.11) 

強

表-10 TSLSの結果(財産犯)

犯罪 切片 ln色
( )内は tの値

lnTi lnW lnX lnNW 

A. TSLS Estimates 

盗 f…・・ー11.030 -1. 303 -0.372 1. 689 1. 279 0.334 
1…(-1.804) (ー7.Q11)(-1.395) (1.969) (1.660) (4.024) 

r...... -2.121 -0.724 -1. 127 1. 384 2.000 0.250 
不法侵入 j

窃

1・…'(-0.582)(-6.003) (-4.799) (2.839) (4.689) (4.579) 

盗 J…"-10.660 ー0.371 ー0.602 2.229 1.792 0.142 
L …・・(-2.195)(-2.482) (-1. 937) (3.465) (2.992) (2.019) 

r......-14.960 一0.407 ー0.246 2.608 2.057 0.102 
自動車盗 j

t…'(-4.162) (-4.173) (-1.682) (5.194) (4.268) (1.842) 
窃盗及び自「……ー10.090 -0.546 -0.626 2.226 2. 166 O. 155 

動車盗 し…・(-2.585)(-4.248) (→2.851) (4.183) (4.165) (2.603) 

(...... -6.279 -0.796 -0.915 1. 883 2.132 0.243 

全財産犯罪1..・...(-1.937) (-6:140) (4.297) (4.246) (5.356) (4.805) 

Ehrlich (1973b : 550 Table 4)より
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論説

表-11 TSLSの結果〈対人犯罪及び全犯罪〉

犯罪 切片 lnA InTi 

A. TSLS Estimates 

殺 人{Om-o  m-0附
(0.085) (-2.492) (、ー0.645)

強 姦 {-0間一0側一0.399
(-0.120) (-6.080) (-2.005) 

殺人と強姦J 一0.350
(0.732) (-6.689) (-3.164) 

暴行傷害 J-7.567 -0.724 ー0.979
(-1. 280) (-3.701) (-2.301) 

全対人犯罪 J1よ 635 -0.803 -0.495 
(0.380) (-6.603) (-;-3.407) 

全犯罪 {-1388-om -1123 
(-0.368) (-5.898) (-4.483) 

( )内は tの値

InW InX InNW 

0.175 1.109 0.534 

(0.334) (1.984) (8.356) 

0.409 0.459 0.072 

(0.605) (0.743) (0.922) 

0.086 0.556 0.280 

(0.172) (1.188) (5.504) 

1. 650 1. 707 0.465 

(2.018) (2.111) (3.655) 

0.328 0.587 0.376 

(0.570) (1.098) (4.833) 

1. 292 1. 775 0.265 

(2.609) (4.183) (5.069) 

Ehrlich(1973b : 551 Table 5)より

結果を見ると，収監率はすべての犯罪に対して負の有意な相闘をもっ.刑

期もすべての犯罪と負の相関をもち，その多くは有意である.つまり，抑

止の仮説は支持された.次に，所得の不平等(X)，及び収入の中位数(W)

は，財産犯と正の，それも強盗を除いて有意な正の相関をもっ.これに対
(158) 

し所得の不平等と収入の中位数は，対人犯罪の場合には回帰係数(弾性

値〉が低い (Ehrlich，1973 b : 549). この点でもアーリッグの仮説は支持

された.さらに，対人犯罪の場合の，刑期と収監率の回帰係数(弾性値)

は，財産犯罪の場合に比べても小さくない.この事実は，憎しみと情熱に

よる犯罪に対しでも.財産犯罪に対してk同様に法執行が効果的であるこ

とを示している (Ehrlich，1973 b : 552). 

次に，法執行生産函数の推定の結果は次の通りである (Ehrlich，1973 b 

: 557).仮説の通り，犯罪率は収監率に対して有意な負の相関をしている.

警察経費は，一応正の相関を示しているが有意ではないし弾性値も小さい.
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刑罰による犯罪の抑止 (2) 

^ ^ 
ln砕1

(ω0.3訂71)(ω0.82幻7) 一3.8朋95日) (一2.5日16ω) (一1.496ω ) 

+ 1. 4091nX +0. 2891nNW + 2. 451nEd -0. 6861nA14_24 + 1. 454D. 

(2.274) (2.908) (2.616) ( -1. 837) (1. 349) 

本犯罪類型ごとに区別ぜずに指標犯罪の合計について

次に彼は，抽象的に「非合法的活動に関する，我々の理論の基礎にある

基本的な命題は，非合法的活動を行う場合にも，合法的活動を行うのと同

じ方法で犯罪者は刺激に反応している，ということである‘このことは犯

罪者が他のすべての点において他の人々と同じである，ということを意味

するわけではない.又犯罪者の，刺激に対する反応の程度が同じだ，とい

うことを意味するわけでもない.J (Ehrlich， 1973 b : 559)と述べ， I犯罪

統計の種々の欠点にもかかわらず，特定の犯罪の犯罪率は，犯罪行動の利

得と正の相関をもち，そのコストと負の相闘をもつことが見出された.J

(Ehrlich， 1973 b : 560)と結論づけている。

(3) Forst(l976) 

この研究では推定されるべき連立方程式として次のものを考えている

(Forst， 1976 : 482).なお，変数の意味は表ー12の通りである.
(61) 

① CR=j (PJ， AVSENT， QJ， MIGR， URB， BRHO， MFY， YDSPR， 

UMPL， TEEN， MALE， NWITE， A VTMP) 

② PJ=gl (POL$， CR， SOUTH， URB) 

③ QJ=g2 (YjPOP， SOUTH) 

④ POL$=九 (YjPOP，CRt_1) 

⑤ COR$ =hz (YjPOP， CRt_1) 

表-12

CR 犯罪率(指標犯罪の合計について〕

PJ 収監率

北法33(3・416)1004 



さβぉ 言凸
再開 ロ吊

AVSENT:平均刑期

QJ 囚人1人当りの矯正予算

POL$ 人口 1人当りの警察経費

COR$ 。 矯正経費

MIGR 社会移動率

URB 人口密度

BRHO 欠損家族率

MFY 世帯収入の中位数

YjPOP 人口 1人当りの所得

YDSPR 所得分布をあらわず変数

UMPL 失業率

TEEN : 18~20歳人口の割合

MALE 男性人口の割合

NWITE 非自人人口の割合

AVTMP 平均気温

SOUTH 南部の州か北部の州かを表すダミー変数

Forst (1976 : 480 Table 1)より

表-13

|弾 性 t の

抑止の変数

tr 一.02 一.14

AVSENT 
.01 .10 

QJ 
一.07 一.64

その他の変数

且{fGR
キ*

3.42 

URB .71 2.17 

BRHO .96 2.13 

MFY .60 1. 51 

YDSPR .40 1. 93 

UfJPL .11 .21 

TEEN .63 1. 45 

MALE .65 .65 

NWITE 一.07 -1. 51 

AVTMP .11 .37 

Forst (1976 : 485)より
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(2} 刑罰による犯罪の抑止

そして，①②をTSLS，③④⑤を OLSで推定した.①の犯罪函数の推

定の結果は表ー13の通りであるが，収監率 (PJ)，平均刑期 (AVSENT)，

有意水準10%でも犯罪率 (CR)と有意な関矯正予算 (QJ)はいす。れも，

連がない.
(63) 

Avio and Clark (1978) 仏)

種々犯罪の供給は，彼らは基本的には EhrlichC1973b)によりつつ，

その他の人口学(機会費用を含む)，犯罪からの利得，のリスクとコスト

iタイプの財産犯罪の供給函数的社会経済的要因に依存しているとして，

を

n n 

lnOi=lna汁2J αilnPi 十三~ ßdnQi 十三~oilnEふ+2J /ilnG口十eilnGL

Z
L
 
n
 

v''u 
初μ
e
l
 

mZP 
+
 

として構成する (Avioand Clark， 1978: 3 -4 ). 

Oi 犯罪率

Pi 逮捕の確率についての人々の知覚の平均

Qi 有罪者/逮捕者についての人々の知覚の平均

ESi 平均刑期

GCi 犯罪からの平均利得

GL 合法的行動からの平均利得

XL :犯罪と関連したその他の変数
なお添字iはタイプの犯罪に関してであることを意味する

(Avio and Clark. 1978 : 4) 

向く0，siく0，そして，若干の仮定のもとに次のような仮説が成り立つ.

ムく0，7i>0，向くo(犯罪の機会費用が増大すれば犯罪は減少する)(Avio 

さらに，警察による逮捕率と，犯罪に対する公共and Clark， 1978: 5). 

経費を説明する 2つの方程式が追加され，それら 3つの方程式が同時的モ

そして，犯罪供給函数の

北法33(3・414)1002: 
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論説

現実の推定においては， o，p，Q，Z5のほか，合法的行動からの平均
利得 GL を表す変数として失業ま'犯罪からの平均利得Gciを表す変数と

して潜在的被害者の資産の量と関係がある平均所得が用いられる.その結

果次式が，実際の推定に用いられた.

lnOi=lnai+αilnPi+s;lnQ包+o;lnES;+εilnUR+rilnINC+ふDOPP
(66) 

UR:失業率

INC:平均世帯所得

DOPP:警察の地区本部の有無を表すダミー変数

(Avio and Clark， 1978: 8) 

観察単位はカナダオンタリオ州の各センサス地区であり，データは1971年

のもの;議長〉(Avioand Clark，四8:7). TSLSを実行した結果は表

-14の通りである.

P(逮捕率〉は詐歎を除外すると，強盗中の2つの場合を例外として有意

な負の相闘を持つ.有罪率については窃盗を除き負の相関を持つが有意で、

はない.刑期は逮捕率に比べて回帰係数が小さく，一般的には負の相関を

持つが，ゆるい有意水準をとっても有意とは言えない.次に，サンクショ

ン変数ではないが，失業率 UR(犯罪の機会費用を表す)は，侵入盗及び

窃盗のすべてと強盗のうち2つの場合に対して，仮説で予測されるように

有意な正の相関がある.また，平均世帯所得INC(潜在的被害者の資産を

表す)は，強盗と詐款のすべて，侵入盗の 1つの場合および窃盗の3つの

場合に対して仮説で予測されるように正の相関がある.

さらに上段の分析で刑期が抑止効果をもたないことが示されたことに関

連して，次のような作業が行われている.第1に，刑期 ESを外生変数で

はなく内生変数として取り扱う.それによって，負の相闘はやや強まるが，

依然として有意ではない (Avioand Clark， 1978: 14， 16-17 Table3本

稿では表省略). 第2に， 犯罪者は，異なった刑期の中に異なったコスト

を認知するのではなく，収監されるかどうかということのみに関心がある

のではなし、かと考え，有罪者に対する収監者の割合 (JL)及び収監者の平

ゴヒ法33(3・413)1001 



表-14
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論説

均刑期 (ESJL)を独立変数として用いたが，いずれの変数についても統計
(73) 

的に有意な結果を得ることはできなかった (Avioand Clark， 1978 : 14，16 

-17 Table3表省略).第3に，刑期の長さではなく，刑期についての裁

量が少なく，刑期が予めはっきりわかっていた方が抑止効果を持つのでは

ないかと考え，刑期の分散を独立変数として用いたが，この場合も何ら統
(174) 

計的に有意な結果を見出し得なかった(Avioand Clark， 1978: 14，16-17 

Table 3). 

(5) Carr-HilI and Stern (1973) 

ここでは，犯罪率 (Y)，解決率 (ρ)，単位人口あたりの警官数 (c)の

それぞれの決定因子に関心があり (Carr-Hilland Stern， 1973: 289)，以

上 3つの変数が，内生変数として同時に決定される (Carr-Hilland Stern， 

1973 : 295-297).データとしては，1961年と66年のイングランドとウエー

ルズにおける警察区域単位に得られたデータが用いられた (Carr-Hilland 

表-15

犯罪供給函数 f:収監率

a : 15~24歳男子人口の割合

s 労働者階級の割合

土地に対する課税評価額

e 警官1人当りの鰐

法執行生産函数 d 

5 

n 人口

6 

v 暴力犯罪の割合

法執行需要函数 m 中産階級の割合

U 

d:人口密度

Carr-HiJ1 and Stern (1973 : 294 Table 1)より

Stern， 1973: 293-294). なお， この研究で外生変数として用いられる変
(75)076) 
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刑罰による犯罪の抑止 (2) 

数は表-15の通りである.回帰分析を実行した結果は，表-16，17， 18の

ようになった.

Carr-Hill and Stern (1973: 305 et seq.)に従って結果を見ていくと，

刑罰の厳怒ドについては，表-17，18のいずれにおいても，犯罪率cと負

の有意な相関があるとされる(有意水準協).さらに刑罰の確実性ρ〈解

決率)については，表-16と表-18において犯罪率 Cと有意な負の相闘が

y 

p 

C 

y 

P 

c 

表-16

説明変数(下段は tの値)

ρ C f a s タザurbn. e const. 

-0.59 +0.74 -0.17 +0.63 十0.11 +0.45 +0.40 -1.64 

2.50 3.41 1. 86 4.29 0.88 4.92 2.81 0.72 

C n % urbn. const. 

-1.15 -0.16 +0.31 -8.82 

3.39 4.31 2.76 3.37 

p m U % urbn. const. 

+1. 22 -0.86 -0.44 +0.40 -3.98 

2.98 

P 

2.23 3.88 5.22 1.82 

C 

(1966年都市部+非都市部〉

Carr司Hilland Stern (1973 : 301)より

* %urbn.は，都市化されている区域の割合である.(Carr-
Hill and Stern， 1973 : 295) 

表-17

f a s e const. 

-0.26 十0.44 -0.17 +0.45 +0.31 +0.16 +0.44 -2.67 

0.81 o. 71 1. 72 2.63 1. 97 2.70 2.94 0.58 
c S n const. 

-1. 54 十0.21 -0.12 -10.62 

2.96 1. 70 2.91 3.09 

p m U d const. 

一0.00 ー0.86 -0.12 +0.03 -1. 27 
0.03 3.16 2.42 1. 01 0.77 (1966年都市部〕

Carr-Hill and Stern (1973 : 302)より
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E命 説

y P f 

-0.66 -0.28 

2.55 3.41 

P c a 

-1.01 -0.36 

2.68 3.80 

c P m 

+0.03 -0.92 

0.28 4.38 

表ー18

a 

-0.06 

0.30 

s 

+0.24 

2.51 

U 

-0.06 

t 

+0.18 

3.65 

n 

-0.12 

4.81 

const. 

+6.10 

const. 

+3.61 

2.00 

v const. 

+0.12 +5.67 

1. 65 8.58 

1.19 4.76 (1961年都市部)

Carr-Hill and Stern (1973 : 303)より

ある.さらに，/とpの回帰係数(すで、に述べたように，経済学的には弾

性値を意味する)を比べると，予想されるようにpの方がfより大きい.

この事実は刑罰の厳格性より確実性の方が大きな抑止効果を持っている，

とL、う社会学者・犯罪学者が示していた一般的結論に合致している.

(6) Mathieson and Passell (1976) 

彼らは Ehrlich(1973b)によりつつ，犯罪率が刑罰の確実性，犯罪行動

及び非犯罪行動から得られる利得，その他環境的変数と関連する次のよう

な犯罪供給函数を構成している.

Ri=Ri(Pi， 1ft， W， 1n， B， Q) 

(Mathieson and Passell， 1976 : 85) 

さらに，法執行生産函数(彼らは警察活動生産函数とよぶ)として

Pi=l三(Ei，S)を，警察に対する需要函数として Zロ Z(Ki，N， D， B， Q， M) 

を追加し，この3つの方程式が同時的モデルを構成する (Mathiesonand 

Passell， 1976 : 86).なお，変数の意味は表ー19の通りである.

そして強盗及び付随的に殺人について TSLSにより結果をもとめると

表ー20，21のようにな議犯罪供給函数に関しては，強盗及び殺人のい

ずれにおいても，逮捕率は犯罪率に対し有意な負の相関を持つ.
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刑罰による犯罪の抑止 (2) 

表-19変数の定義
Ai カテゴリ -iの犯罪の逮捕者数

B ビジネス地区かどうかを表すダミー変数

D 街路の長さ

Ei=乏:カテゴリー iの犯罪件数に対する警察人員の割合

1" 世帯収入の中位数(犯罪の機会費用を表す〉

1n 隣接区域の世帯収入の中位数(犯罪市場は観察単位ごとに分割さ

れてはいなし、から〉
(83) 

Ki カテゴリ-iの犯罪件数

M マンハツタン地区かどうかを表すダミー変数

N 人口

kt:カテゴリー iの犯罪の逮捕率(逮捕の主観確率の代わりに用いら
れている〉

Pni 隣接区域の逮捕率

Q 大きい公園・空港の有無を表すダミー変数

Ri=会:カテゴリー iの犯罪の犯罪率

S 5年以上同一区域に住んでいる世帯の割合
(84) 

w 年収25，000ドル以上の世帯の割合(財産犯からえられる利得を表

す〉

強盗 2 殺人 3 窃盗

Mathieson and Passell (1976 : 89 Table 1)より

(但し， Mathieson and Passell (1976 : 86)の説明によって補われている〉

表-20強盗 (TSLS)
(内生変数R，'P，E， Z， K) ( )内は tの値

(1.12) R1 = 28.6 -2. 95P1一1.301" + . 184 W -1. 811;η+ . 989B + 1. 20Q 

(2.95) (-4.08) (-1. 36)(. 71) (ー1.83) (1.29) (1.91) 

(2.12) P1 = 2.49 + .216E1 + . 279S 
(7.13) (3.69) (.69) 

(3.12) Z = 2.03 + . 195K1 + . 252N + . 0015D + . 790B +. 0815Q十.225M 

(3.41) (4.92) (4.43) (2.86) (5.45) (.79) (2.27) 

Mathieson and Passell (1976 : 90 Table 2 )より
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論説

表-21殺人 (TSLS)

(内生変数 R. P. E. z. K) ( )内は tの値
(1.22) R2=31. 0 -1. 96P2 - 3. 88Ih + .0980Wー.06161n+1. 49B+. 0338Q 

(2.39) (-3.74) (-3.57) (.34) (ー.05) (1. 57) (. 05) 

(2.22) P2=5.03ー .0598E2 + . 613S 
(3.72) (.43) (.60) 

Mathieson and Passel! (1976 : 91 Table 3 )より

3 個別的研究 (2) 一一警察資源と犯罪率一一

すで、に述べたように，犯罪に関する同時的なモデノレにおいては，犯罪供

給函数，法執行生産函数とともに，需要函数(それは警察資源の水準を示

し，通常単位人口当りの警察経費あるいは，警察官数として表現される)

が問題とされ，その警察資源の水準は，法執行生産函数の独立変数となっ

ている.このようなアイディアの延長線上として，一部の研究においては

犯罪生産函数の独立変数として，警察の資源に関する変数が直接に用いら

れる.特に，犯罪抑止のための適正な資源の配分に直接の関心があるとす

れば，そこでは警察資源と犯罪率の直接的な結びつきが問題となり，警察

資源、に関する変数が抑止の独立変数として用いられるということはきわめ

て自然のなりゆきである.

従ってこの節でははじめに，抑止の独立変数として，刑罰の確実性・厳

格性と警察資源の両者を問題にした Pogue(1975)に言及する.その後，

抑止の変数としてもっぱら警察資源を問題にした諸研究を扱う.

(1) Pogue (1975) 

1960年から70年にかけて，法執行のための公的支出は145%に増大した

にも拘らず，犯罪率も 144%に増大している CPogue，1975: 14). この研

究はそれをきっかけとして，警察のための公共部門における資源の使用が

いかに犯罪率に影響するかを明らかにしようとするものである (Pogue，

1975: 15). 
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サンプルは 1968年のデータ 66個
( )内は tの値
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CL-BUR 

R2 

. 075 . 155 . 220 

(.896) (1.512) (2.004) 

-.098 ー.040 ー.175

(-1. 267) (ー.404) . (-1. 880) 

一.106 ー.026 ー.202

(-1. 226) (一.237) ( -1. 777) 

一.101 一.436 -.476 

〈一.523) (-1.792) (ー1.904) 

一.055 ー.246 .071 

〈ー.176) (ー.657) (.196) 

-1. 685 -1. 547 .056 

〈ー.643) (ー.509) (.020) 

. 090 . 109 . 234 

Pogue (1975: 27， Table 4)より
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.254 
(.230) 
-1.826 
(-2.023) 
1.015 
(2.426) 
2.145 
(1.433) 
.381 
( .3168) 
-6.109 
( -1.667) 
.318 
(1. 728) 
一.291
(一 .578)
一.618
(ー1.940)
一.132
(ー1.241)
.106 
(.580) 
一.239
〈ー .195)
.290 
(1.203) 
-.270 
(ー .295)
20.57 
(1.320) 
.517 

TOT-CR 

.074 
( .131) 
一.873
(-1.888) 
.353 
(1.648) 
.928 
(1.210) 
一.634
(ー1.030)
1.380 
(.733 ) 
.091 
(.971) 
ー .012
(一 .048)
.094 
(.577) 
一.0034
(-.063) 
.100 
(1.065) 
1.229 
<1.962) 
.270 
(2.186) 

一.0059
(ー .013)
.209 
(.026) 
.428 
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論説

彼は，警察資源の増大が逮捕の確実性を高め，それが犯罪を抑止するモ

テゃルと， .警察資源の増大が警察力の可視性を高め，それが直接に犯罪を抑

止するモデルを考え，その両者について推定を行っている.ここではその

結果のみを表として示す(表-22，23， 24). 回帰方程式中に用いられて

いる変数の意味は表ー25の通りである.

まず，逮捕率の犯罪率への効果を見ると(表ー22参照.注(190)中の方

程式①に対応する)，逮捕率は7つの指標犯罪すべて及び全指標犯罪の合

計と負の相関をもち， うち4つは5%の有意水準で有意である.次に警察

経費 (St-Po1iceを含む)の逮捕率への効果を見ると(表-23，注(190)中

の方程式②に相当する)， 一般には負の相関がある. しかし有意ではない.

さらに説明率F が小さく， この方程式に用いられている変数によっては

逮捕率はあまり説明されていない (Pogue，1975: 24).最後に警察経費の

犯罪率への直接の効果をみると(表-24，注(190)中の方程式④に対応)，

St-Policeは犯罪率に対して正の相関をもっ(ある場合には有意である).

Pol-expについては，はっきりした結果は得られない.そしてSENTENCE

が表ー22の方程式に加えられても，他の変数の回帰係数に大きな変化はな

い.SENTENCEは不法侵入と50ドル以上の窃盗を除いて各犯罪率に対し

て有意な正の相関があるとされる (Pogue，1975: 33). 

ポグー自身は，警察経費の増大が犯罪率の減少を示さないことを認めた

A. 外生変数

INCOME 

%POOR 

%WHITE 

)'6'12-17 

%18-24 

%MALE 

SIZE 

DENSITY 
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表-25 内生変数及び外生変数の表

:人口 1人当りの所得

:年収3000$以下 (62年2500$)の世帯主の割合

:白人の割合

: 12~17歳の人口の割合 (1962年14~19歳)

: 18~24歳の人口の割合

:男子人口の割合

:人口

:人口密度



刑罰による犯罪の抑止 (2) 

ASIZE : 1968~80年の人口増加率

UNEMP 失業率

SCHOOL 就学年数の中位数

AUNEMP : 1967~68年の失業率の変化

ST-AID ::ト['¥の当該自治体への，人口 1人当りの財政補助

FED-AID 連邦の か

OWN-REV 人口 1人当りの自治体の歳入

PROP TAX か 固定資産税

ST-POLlCE 1/ 州政府の警察経費

B.内生変数

POLlCE 単位人口当りの警官数

POL-EXP 人口 1人当りの法執行経費

TOT-CR 指標犯罪数の合計

MURDER 殺人件数

RAPE 強姦 O

ROBBERY 強盗か

ASSAULT 加重暴行傷害件数

BURGLARY:不法侵入件数

LARCENY : 50 $以上の窃盗件数

AUTO 白動車盗件数

CL-CR 全指標犯罪の逮捕率

CL-MUR 殺人逮捕率

CL-RPE 強姦

CL-ROB 強盗 。
CL-AA 加重暴行傷害

CL-BUR 不法侵入 m 

CL-LAR 窃盗 。
CL-AT 自動車盗

SENTENCE:刑期の厳しさを表す変数

Pogue (1975 : 22-23 Table 2 )より
(193) 
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岡説

がらないが (Pogue，1975: 39， 24)，結論を述べれば，逮捕率は犯罪に対

して抑止効果を持っているが，警察経費は逮捕率を通じても，警察力の存

在そのものが直接的にも，犯罪に対して抑止効果を持っていないというこ

とになるのであろう.

(2) Greenwood and Wadycki (1973) 

この研究は次のようなモデルに基づいている.

① C1=!lCPOL， POV， DEN， BLK， D， VAL， el) 

② C2=!2CPOL， POV， DEN， BLK， D， e2) 

③ EXP=!aCC1， C2， INC， TAX， ea) 

④ POL= !4CEXP， e4) 

(Greenwood and Wadycki， 1973: 139) 

なお，変数の意味は表-26の通りである.回帰分析の結果を表-27に示
(195) 

表-26

内生変数 C1 :財産犯罪(不法侵入，窃盗，自動車盗〉の犯罪率

C2 :暴力犯罪(殺人，強姦，強盗，加重暴行傷害)の犯罪率

EXP:自治体の人口 l人当りの警察経費

POL:単位人口あたりの警官数

外生変数 POV:年収3000$以下の世帯の割合

DEN:人口密度

BLK:黒人比率

VAL:家屋の価格の中位数

D:南部か北部かを示すダミー変数

TAX:人口 1人当りの固定資産税

INC:世帯所得の中位数

ei :乱項

Greenwood and Wadycki (1973: 139-140)より

す.それを見ると，EXP (警察経費)は，C1， C2 の両者に対して正の相

闘があり，しかも高いレベルで、有意で、ある.逆にC1，C2はEXPに対して

有意な正の相関がある.後者の解釈は容易である.犯罪がふえれば警察経

北法33(3・401)989 



刑罰による犯罪の抑止 (2)

表-27

C1 C2 EXP POL 

C1 戸:ー 0.29 

t:一一 (2.23) 

C2 0.13 

(2.31) 

EXP 0.68 

(19.74) 

POL 1.30 1. 68 

(5.04) (4.82) 

POV 0.23 ， 0.54 

(1. 97) (3.06) 

DEN -0.03 -0.02 

(-1. 27) (ー0.50)

BLK 0.001 0.29 

(0.04) (6.86) 

D O.~~ 0.14 

(2.81) (1. 10) 

VAL 0.24 

(1. 61) 

INC 0.85 

(5.49) 

TAX 0.18 

(3.86) 

INTERCEPT 2.06 1. 95 -10.65 -3.33 

(0.92) (0.88) (-7.42) ( -20.16) 

( )内は tの値

Greenwood and Wadycki (1973: 146 Tabl巴1)より

費がふえる，ということである.前者は警察には2つの機能すなわち犯罪

の探知と犯罪の抑止があり，警察力の増大は犯罪の抑止切符罪の探知に

効果的である， ということである (Greenwoodand Wadycki， 1973: 149 

-150). 

(3) McPheters and Stronge (1974) 

この研究においても，警察活動のための経費と犯罪の水準が同時に決定

北法33(3・400)988 



論

される.ただし犯罪供給函数の説明変数である社会経済的変数・人口学的

変数(ここでは21変数を問題にしている〉は，そのままでは用いられず，主

成分分析によって 6個の変数に縮約されている (McPhetersand Stronge， 
(99) 

1974: 637-638).そして，犯罪供給函数ではこの6変数と警察経費 (PE)

が説明変数として結びつけられる (McPhetersand Stronge， 1974: 638). 

結果は次の通りである.

TC=20. 37 +4.86 (Kl) +2.92 (K2)一.05(K3) 

(4.93) (3.20) (2.44) (一.06)

十2.40(K4) +.57 (K5) +.85 (K6) +.88 (TCi_1) 

(2.96) (1.54) (1.92) (14.32) 

一.39(PE) 

(-2.88) 

R2=.935 

RE=3.45十.26(TC)十O.4(R)
(.7874) (2.76) (5.87) 

R2=.6476 

( )内は tの値

(乱1cPhetersand Stronge， 1974: 639， 640) 

なお.TC:全犯罪の合計の犯罪率

Ki:主成分分析によって締約された変数

PE:人口 1人当りの警察経費

R:人口 1人当りの自治体の歳入
(200) (201) 

つまり，犯罪率に対しては警察経費は有意な負の相関があり，逆に，警察

経費に対しては犯罪率は有意な正の相関がある.

(4) Swimmer (1974 a ) 

この論文の目的は，犯罪は警察力の増大によって減少するのか，という

ことを明らかにすることにある (Swimmer，1974a : 293).ここでも，犯罪

生産函数と警察に対する需要函数が同時的モデルを構成する (Swimmer，

1974 a : 302). TSLSによる推定の結果は表-28の通りである.結果を見

北法33(3・399)987 



刑罰による犯罪の抑止 (2) 

ると，犯罪供給函数については，警察経費は暴力犯罪，財産犯罪の両タイ

プの犯罪に対して負の相関を持ち，その相関は暴力犯罪については1%のl
水準で有意である.逆に警察の需要函数については，財産犯罪が警察経費

(203) 
と5%の水準で、有意な正の相関を持つ.

表-28

暴力犯罪の供給 財産犯罪の供給 警察経費の需要

定 数 .420 .390 一.455

暴力犯罪率 従属変数 .678 

(.78) 

財産犯罪率 従属変数 3.96 

(2.32)。
人口 1人当りの 一.117 一.028 従属変数
警察経費 (-2. 62)d (-1.35). 

非白人の割合 .042 .0079 

(3. 92)d (1. 35)a 

所得の中イす数 一.039 一.0021 .101 

( -2.12)。 (一.26) (1. 64)b 

人 口 .151 .048 .452 

(4. 39)f (3.08)d (2.80)d 

人口密度 一.0018 一.0005 一.0041

(-3. 57)d (-2.59)。 ( -2.17)。
平均刑期 一.011 一.087

(一.81) (-.53) 

貧富の差を表す .018 .044 

変数 (.65) (3. 47)b 

北部か南部かを 一.500 一.236 -1. 39 
表すダミー変数 〈一.81) (3. 47)d 

就学中の14-17 一.0096 一.013

歳児の割合 (-.32) (-1.01) 

人口 1人当りの .056 

固定資産税 (6. 58)d 

市の面積 一.020
(-3. 87)d 

失 業 率 .0040 .039 

(.06) (1.16) 
* ( )内は tの{ffi[

* a， 1:>， c， dはそれぞれ20%，10%， 5 %， 1 %の有意オく準で
有意
Swimmer (1974 : 307 Table 2)より

(205) (206) 

北法33(3・398)986 



論説

4 -応の総括

(1) 概括的結論

計量経済学的方法による諸研究は，個別的研究(1)(2)に分けて論じてきた

ように，抑止の変数として，逮捕率，収監率，刑期などの刑罰の確実性と

厳格性に関する変数に焦点をあてた研究と，警察の資源に関する変数に焦

点をあてた研究に分かたれる.各研究の結論を要約すると次のようになる.

刑罰の確実性(逮捕率，収監率)はForst(976)を唯一の例外として，本

稿で、扱った他のすべての研究において(注(204)で言及した Wilsonand 

Boland (1978)を含む)，犯罪率に対して有意な負の相闘を示している.

刑罰の厳格性(刑期)については，それを扱った研究は，刑罰の確実性を

扱った研究に比べて少なく，結果もはっきりしない.警察の資源に焦点を

あてた研究は，それらの変数の犯罪抑止効果に関して正反対の結論のもの

に二分される.

結局，非経済学的な研究の場合と同じく，少なくとも刑罰の確実性に関

しては，抑止の仮説は支持されたことになる.

(2) 経済学的研究の理論的含意

ここでは， 2 個別的研究 (2)EhrlichCl973b)と多少重複する部分もあ

るが，今まで述べてきた個別的研究を整理する意味で， Ehrlich (1979)に

よりつつ計量経済学的な一般抑止研究の背後にある理論的前提・基本的ア

イディアを述べておこう.そのことによって第Iに計量経済学的な一般抑

止研究と，犯罪の経済学一般との理論的関連を理解することができる.第

2に，計量経済学的な一般抑止研究の射程と限界，つまり，他の分野(例

えば刑事法以外の規制的な法の効果の測定)への適用可能性についての見

通しをつけることができる.

アーリックは「経済学者による最近の研究は，需給分析の基本的原理を

適用することによって経済における犯罪(産業)部門criminalsector of eco-

北法33(3・397)935 



刑罰による犯罪の抑止 (2) 

nomyの均衡を説明している.そしてそのことによって犯罪と刑事司法の

モデ、ルを発展させてきた.Jと述べている (Ehrlich，1979: 33-34).そし
(210) 

て， このモテ、ルには，次の 5つの理論的前提がおかれているとされる. 1. 

犯罪はサングションについての不確実性のもとでなされるので，

期待効用を最大にするように行動する (Ehrlich，1979: 34). 

犯罪者は，

2. 計量経
(211) 

済学的な一般抑止研究においては，実証のレベルで犯罪の量の変化が説明

される.そのためには犯罪に対する個人の選好preferenceの安定が仮定さ

れる.つまり，1.で述べた行動は，個人の選好(犯罪に関して言えば，危

険色慈悲心，ねたみへの選好など〕と客観的な機会(合法的行動及び犯罪

からの利得など)によって決定されるのであるが，個人の選好は直接的に

は測定されない.それ故，個人の犯罪に対する選好の配分は異なったコミ

ュニアィ (実証のレベルで、は観察単位)を通じて安定であるということが

仮定されるのである.(Elulid，1979;34〉.3.犯罪を行うかどうかの決定

は，その行動の結果生ずるかもしれないサンクションから免れる確率，す

なわち成功の確率にも依存している.この成功の確率の知覚は主観的なも

のである.しかし，実証的研究においては，客観的観察によって測定された併

成功の確率を示す変数が用いられる.それ故，その両者が一致している.

少なくとも体系的に関連していることが前提とされる(Ehrlich，1979 : 35). 

4.経済学的アプローチは，次のような前提を置いている.犯罪行動にと

つての何らかの意味の市場が存在する.その市場は犯罪者，潜在的被害

者，法執行当局者の三者の行動を結びつける.そして価格あるいは潜在価

格を通じて市場均衡が達成され，その市場均衡は安定である， という前提

である(Ehrlich，1979 : 35).つまり，

ける市場的決定が問題となってL沿(らi
ここではあくまでも不確実性下にお

その点で非市場的決定が問題となる

法と経済研究一般ないしは法政策学とは若干の距離があるように思われる.

5.犯罪は，犯罪者の行動の理論的分析との関連では法的サンクションに

よって罰しうる非合法的行動として定義される. しかし法執行の需要の分

析との関連では外部不経済として理解される (Ehrlich， 1979: 35-36). 

北法33(3・396)984 
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そして以上のような理論的前提のもとに，すでに述べたように，犯罪の

供給，法執行の生産，法執行の需要(犯罪の負の需要)を表現する 3個の

方程式(いくつかの研究においてはモデ‘ルを構成する方程式は2個に簡略

化されているが，基本的なアイディアは同一で、ある)が同時的なモデルを

構成するのである.

5 方法論的問題点

(1) 方法論的問題点

本稿VI3において述べたデータ上の問題点は，ここでもそのままあては

まる.それに加えて計量経済学的研究にとって重要な問題点は，すでに本

章 1で示唆したように，方程式の識別が適切かという点である.既述のよ

うに，犯罪供給菌数識別のための制約条件となる変数はサングション変数，

その他の内生変数には影響を与えているが，犯罪率には効いていない外生

変数であるということがアプリオリに仮定される (Nagin，1978: 125-

126). しかし，本章2，3で述べた研究は，その点で若干問題があるように

思われる.その点を Nagin(1978 a : 127-129)， Blumstein et al. (eds.) 

(1978 : 30-50)によりつつ説明しよう.

各研究において用いられる犯罪供給函数識別のための制約条件は次の5

種類に分かたれる.l.人口学的・社会経済的変数(人口密度，失業率，

就学年数， 市の面積， 中産階級の割合など) 2. 警察資源に関する変数

(単位人口当たりの警官数，警察経費など) 3.財政に関する変数(市の

予算額，人口 1人当たりの固定資産税など) 4. 他のカテゴリーの犯罪

(暴力犯罪の割合など) 5. 1期遅れの変数 cl期遅れの警察経費など).

しかし 1については，それが犯罪率に効いていないと仮定することは

できない. 2については，明らかに犯罪率は2に影響を与え両者は共変

するから，制約条件として不適切である(Blumsteinet al. (eds.)， 1978 

: 33). 4については，制約条件となっている犯罪の犯罪率に影響を与えて

いる要因のうちのいくつかは当該犯罪の犯罪率にも影響を与えていると見

北法33(3・395)983 



刑罰による犯罪の抑止 (2) 

るべきだから，両者の犯罪率は共変する. 5の1期遅れの変数，とりわけ

1期遅れの警察経費は，今仮にその警察経費が犯罪率に影響を与えるのは

逮捕を通じてのみであると仮定できれば 1期遅れの変数であるから犯罪

率には影響を受けず，制約条件として適切であるかのように見える.しか

し，警察経費は時期を越えてある程度一貫しているから，その両者はやは

り共変するのである.
(220) 

従って結論的に言えば，経済学的研究が犯罪とサンクションを同時的な

モデルで-捉え，サンクションの犯罪に対する効果と犯罪のサンクションに

対する効果を分離しようとした試みは評価しなければならないが，既存の

研究には今述べたような問題がある.

(2) Nagin (1978 b ) 

次に， (1)で、述べた批判をふまえたネイギン自身の研究にふれる. Nagin 

(1978 b)は， Ehrlich (1973 b )，その追試であるVandaele(1978)の制

約条件の不適切さを指摘する.そして彼は，人口に占める刑務所に収監さ

れている者の割合(incarcerationratio，以下， 収監者人口比とよぶ)が

長期的には安定であることに着目した.その観測値をKとすれば，

K=CPT一一① (Nagin，1978 b : 352) 

C:犯罪率 p:収監率 T:刑期

1960年代において，少なくとも指標犯罪の合計について，T， Cの変化に

応じてPを変化させることによって①式が成り立っていたと考えられるの

で，①は，

Pロ KC-1T-l-一一② (Nagin，1978 b : 353) 

ところで現実には収監者人口比は完全には固定していないし，PはC及び

Tの変化に直ちには反応しない.従って方程式②は現実のPのK，C， T 

に対する関係の近似とみなされ(Nagin，1978: 353)，現実の推定のための

方程式としては

P=BoKBlCB2TBザ一一③
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吾ElHLH 説

表-29 本( )内は tの値

犯 罪 率

切片 P T NW  Y INEQ 

-23.8 .271 .286 .157 2.33 .752 

(-4.95) (.95) (.73) (2.69) (3.78) (1. 27) 

E -21. 9 .0230 .0403 .221 1. 87 1. 02 

(-2.28) (.13) (. 13) (3.87) (3.33) (2.04) 

SMSA U14-20 ED AGE MALE SOUTH 

E 一.00311 .207 1. 81 1. 56 -1.19 一.123

〈一.11)

Iに対応

Eに対応

切片

1. 67 

(1. 93) 

1. 88 

(2.27) 

(.76) (2.28) (2.03) 

収 監 率

C T 

-1.04 一.727

(一7.15) (-5.33) 

一.960 一.747

(-7.70) (-5.68) 

C:指標犯罪の合計の犯罪率

p:収監率

T:刑期

(一.56) (一.64)

150_59 

1. 06 

(9.36) 

1. 03 

(9.66) 

150_59 : 1950~59年の収監者人口比の平均

NW:非白人の割合

AGE: 14~24歳の男子人口の割合

Y:世帯所得の中位数

INEQ:世帯所得の中位数のt以下の所得の世帯の割合
SMSA: SMSA内に住んでいる人の割合

MALE:男性人口の割合

lJ14 20 : 14~20歳の失業率

ED:就学年数

SOlJTH:南部の州か北部の州かを表すダミー変数

Nagin (1978b : 358 TablelII)より
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刑罰による犯罪の抑止 (2) 

を考えることができる.

ここにBoは， 全収監者中， 指標犯罪による収監者の割合であり，定数

とみなすことができる，他方，PのCに対する抑止のメカニズムから，
(223) 

C=aopalT'α2X1αlXZ.2.... ..Xi.ieμ一一④

ここにX=(Xt.......， Xo) は社会経済的・人口学的変数ベクトノレ

(Nagin， 1978 b : 354) 

表-30

犯罪率C~こ対して

P T 
Ehrlich 一.991 -1.12 

(-5.90) (-4.48) 

Vandaele -1.04 一.824
(-3.70) (-2.57) 

Nagin I .271 .286 

(.95) (.73) 

Nagin II .0230 .0403 

(.13) (.13) 

Nagin (1978 b : 359 Table N)より

そして，方程式③，④が同時的モデ、ノレを構成するが，Kがε及びμと無

相関ならKv土④式識別のための制約条件として十分である.①②をTSLS

で推定すると，表一29のようになった伊-30はN昭in(1978 b )， Ehrlich 

(1973 b )， Vandaele (1978)の比較である). 表-29，30から明らかなよ

うに， この研究では Ehrlich(1973 b )， Vandaele (1978)とは異なり，

収監率 (p)についても刑期 (T)についてもそれらの回帰係数は正であ

り(但し，有意ではない)，逆に，犯罪率 (C)，刑期(T)は収監率 (p)

に対して負の有意な相闘を示している.又，予想されるように 150-59は

収監率 (p)に対して有意な正の相闘を示し，弾性値はほぼ13会主ゎ結
論的には収監率あるいは刑期が全指標犯罪の合計の犯罪率に抑止効果を有

していることを示す証拠は得られなかった (Nagin，1978 b : 363). 

(3) 非経済学的研究
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言岡 説

最後に，同時推定法を用いずに，時期遅れの変数を用いてサソクション

と犯罪の因果関係の方向を特定しようとした研究に触れておく.

Pontell (1978)は，刑罰の確実性が先行し犯罪率と負の相闘をするモデ

ルを抑止モデル，犯罪が先行し刑罰の確実性と負の相関をするモデルを刑

事司法システムの容量モデルとよび (Pontell，1978 : 15)， 1960， 64，70年

のデータについて次の4つの偏相闘をもとめた.

60年刑罰の確実性x64年犯罪率 (60年犯罪率コントロール)

64年庁

64年 P

70年庁

x60年 庁 (か刑罰の確実性コントロール)

x70年 11 (64年犯罪率コントロール)

x64年 11 (11 刑罰の確実性コントロール)

その結果から，刑事司法システム容量モデルを支持している (Pontell，

1978 : 15-19). 

次に Logan(1975)は， iEhrlich (1973 b )において制約条件として用

いられた社会経済的・人口学的変数が犯罪率には効いていないとL、う仮定

は社会学的な犯罪学者にとっては理論的に正当化しえないようにみえる.J 

と述べ (Logan，1975: 385)，その代わりに， 1964-65年， 65-66年， 66-

67年， 67-68年という 4組の 1年続きのデータに基づいてパス解析を用い

て因果推論を行っている.その結果彼は，高い犯罪率が警察の解決率を低

下させているとし、う解釈を支持し，抑止の仮説に疑問を投げかけている.

最後に全体的な総括をすべきであるが，一応の結論についてはすでに4

で述べたし，合理的人間の仮定，サンクションの主観的知覚，計量経済学

的な一般抑止研究の射程については， XI 結論，で詳述する.

(謝辞)

本稿の執筆にあたっては，立正大学経済学部助教授美添泰人氏より御教

示を得た.この紙面を借りて同氏に謝意を表する.
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て注〕

(131)因果関係が同時的であるというアイディアが，社会学的な事実からではなし

資源と生産に関する経済学の基本原理から導かれている，ということに注意

しなければならない.

(132)逮捕率については，犯罪の増大が警察の過重負担を招き，それが逮捕率を低

下させるとL、う非常に単純な関係である.

(133)結局，基本的に重要なのは，犯罪ー→サンクショソという方向の因果関係が

存在しうることを認識することである.そして，この認識は，資源と生産と

いう経済学的なアイディア以外からも獲得されうる.例えば，犯罪率の上昇

が裁判官の下す刑期を厳格にするかもしれないとか，あるいは逆に判決を寛

大にするかもしれない，ということである (Nagin，1978 : 119). Blumstein 

and Cohen (1973)は，刑務所に収監されている人数の人口比が時聞を越え

て比較的一定なのはなぜかとL寸問題から出発し犯罪が増大すると社会は

その犯罪に寛大になり， 厳格な刑罰は減少するのだ， と述べている(特に

Blumstein and Cohen. 1973: 204I. 

(134)一般的にはn個の変数の場合に拡張で、きるが，ここではもっとも簡単な 2個

の変数の場合について述べる.

(135)以下，主として Blumsteinet al. (eds.) (1978: 27ー29)，Nagin (1978 a : 

117ー129)，レッサー (1977: 62-94)によりつつ説明する.

(136) これは観測jの精度の問題ではない.そもそもパラメータ推定のための条件が

不足しているのである.

(137)なお，この識別不可能に関する問題をわかり易く説明しているのがレッサー

(1977 : 64-66)である.

つまり，内生変数は2個であるが，より一般的に，外生変数がk個あると

し，

Y， =s12Y2+rllx， +・…・・+r，kXk+e，1① 

Y2= s21Y1 +r21x， +……+r2kxk十ε2) -
とおく(このシステムを作っている個々の方程式は構造方程式とよばれる).

そして，変数はすべて平均Oに変換されているとする(それ故，定数項が消

えている).

ところで①は，y" Y2をx"……，Xkの線形函数に書き直すことができる.
y，=Ol1X，+・・・・・・+O，kXk+η11

ト② 5はPとTの函数
Y2=02，X，+・・・…+02kXk +η2J 

②は①の誘導形とよばれる.②については通常の回帰方程式によって Oijの

最小自乗推定値dりをもとめることが可能であり，その意味は明確で‘ある.
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論説

そして，①の方程式が識別不可能であるという意味は，②から①が一意的

な方法では導きえないということであり，そのことは 2(k+1)個ある構造方

程式の係数の推定値を 2k個の誘導形係数から導きえないことから明らかで

ある(レッサー， 1977: 64-66). 

(138) Tはいわゆる識別のための制約条件とよばれるものであって，S (解決率〉

には効いていない，ということがアプリオリに仮定できることが重要なので

ある.

(139)実際には多数のTの値について誤差をともないながら均衡点の回りに観測値

が散らばっている.ここで‘は識別のための制約条件の考え方を知るために，

観測誤差を考慮せずに，条件の過不足のみを考察しているのである.

Tの値の変化にともないSの値も変化したとすると，容易にわかるように

S=c十dCは一意的には決定できない. しかも Tの値の変化にともないS

の値が変化したかどうかは観測者にとっては不明なのである.又，本文の例

で，誤まってTはSに効いていて， Cには効いていないと仮定したとする.

そうすると今度は，犯罪函数 C=a+bSが3つの均衡点を結んだものにな

り，C=a+bSが誤まって，本文で述べた S=c+dCと同じものとして推定

されてしまうのである.

(140) この識別のための制約条件の問題を， レッサー (1977)によりつつ，注(137)

をひきつぐという形をとってわかり易く説明しておこう.注(137)で‘述べた

通り，

Yl=s12Y2+rllXl+……+rlkXk+el) ~ 
Y2=s21Yl+r21Xl+……+r2kXk+ε2J = 

もしここで rli=O，r2iキ0と仮定すれば，この 2式の 1次結合によっては

ねの係数がOになるようなものを求めることはできない Xiの係数が0と

なるのは，第 l式のみなのである. このような理由で rli=O，r2iキOと仮定

すれば，第1式は識別可能である.

つまり，誘導形において，次のような最小2乗値がえられたとする.

Yl=dllXl+……+d1kXk+Ul) ~ 
Y2=d21Xl+…・・・+d2kXk+U2J ~ 

ここで，③の両式の適当な 1次結合をみつけることにより，Ylの係数を 1，

Xiの係数を0ならしめるような l次結合をただ 1つだけ見出すことができる，

そして，それが，①の構造方程式の第 l式の回帰方程式になるのである.

第2式にも，r!jキ0，r2j=0という仮定がおかれれば， 同様に識別するこ

とができる(レッサー， 1977: 66-68). 

ところで今，
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Y1=s12Y2十TllX1+……+hkXk+ε11 (I) 
Y2 = s21Y1 + T21X1 +……+T2kXk+e2J -

刑罰による犯罪の抑止 (2) 

の時， rll =0， r12=O， r21キ0，r22キ0であるとすると Xl，X2の双方の

係数を Oとするような式を誘導形方程式の l次結合として導くことはできな

い. このような場合，方程式は過度に識別されるといわれる.過度に識別さ

れる場合には2段階最小自乗法 (TSLS)をはじめとして， ~ 、くつかの推定方

法が開発されている(レッサー， 1977: 75ー 77)(本稿で、は，各種推定法の

説明については省略する).さらに， この同時方程式のモデノレは当然，内生

変数が2つではなく h個の内生変数をもっ h元連立方程式の場合に一般

化される. 

.(141)サンフ・ルはカリフォノレニア州の1960年における，大きい方から41個の郡(但

し人口10万以上の市13は独立の観察単位として扱う)，及び残り17郡を 1個

の観察単位としたものである.従ってサンフ。ル数は55て、ある (Orsagh，1973 

: 359). 

(142)注(140)で・述べたようにTSLSは，最もよく用いられる同時推定法である.

TSLSは基本的には，当該方程式の右辺にある内生変数を，誘導形からもと

められる回帰式に置き換えるというアイディアに基づいている(なお，わか

り易い説明として， レッサー(1977:76ー78，82-83)). 

(143) tの値に基づいて有意性の検定を行うことができるの値は，本稿

(Orsagh (1973)だけではなく， 他の諸研究も含めて〉で問題となる程度の

自由度においては，有意水準5%で2.0を目安にすればよい(なお，附表とし

て t分布の表を掲げておく).

¥144) Orsagh (1973)は，犯罪学の専門家に通常の回帰分析と同時方程式の違い

を示すことを目的とする紹介的な研究といえる.

((45)この論文は実質的には1970年であることについては，注 (40)参照.なお，

Ehrlich C1973b)のごく簡略なものとしてEhrlich(1972)があり， Ehrlich 

(1973b) を理論的に補強するものとして Ehrlichand Mark (1977: 303-

310)がある.

(146)但し，犯罪とサンタションの柏互的な関係に最初に理論的な認識を与えたの

は Becker(1968)であるとされる (Orsagh，1973 : 356). 

((47)多数の用途をもっ経済財が最善の用途に用いられた場合に，次善の用途に用

いられたならばそこから得られるであったで司あろう効率が，最善の用途から

得られる機会費用になる.

((48)犯罪の機会費用を問題とすることは，後に述べるように，経済学者が犯罪統

制政策に対して必ずしも厳格な態度をとっているわけではないということと

関連している.
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論説

(149)一般抑止に対する経済学的アプローチが，モデノレの構成と実証の両者を含む

ものであるとすれば，経済学的なモデノレ構成によりながら，同時推定法を用

いない研究も存在しうるわけである.その例が Sjoquist(1973)である.そ

こでは， 50ドル以上の強盗，侵入盗，窃盗をとりあげ，合法的行動と非合法

的行動の利得とコストとL、う観点から問題が分析される.つまり，犯罪者は

リスクを含む条件下で期待効用 expectedu tili tyを最大にするように行動す

るとみなされるのである (Sjoquist，1973 : 439-440). 

(150)本章4 一応の総括，で述べるように，市場とL寸概念が用いられているこ

とに注意しなければならない.

(151)期待効用の問題は不確実性下における決定の中心的な問題である.この問題

は刃 結論，において再述するが，期待効用に関する簡単な説明については

酒井(1982: 32-44)，武藤 (1980: 167-181)など参照.又，犯罪の経済学の

創始者ベッカー自身の期待効用についての簡単な説明としてはベッカー (19

81 : 78-84). なお， 特に犯罪についての期待効用の問題についてはBlock

and Lind (1975). 

(152)失業率Uが導入されることによって，逮捕されるかどうかという場合の数に

加えて，失業状態かどうか(失業状態と非失業状態では合法的行動の利得す

なわち犯罪の機会費用が異なる〉という場合の数が付加される (Ehrlich，

1973 b : 529). 

(153)つまり，所得の不平等が大きいということは，潜在的犯罪者にとって合法的

行動から得られる利得が少ない，ということを意味している.

(則ここでは簡単にするために，刑罰の厳格性Fは，刑罰の確実性P，犯罪率3
には事実上影響されない，と仮定する (Ehrlich，1973 b : 540). 

(155) Zを構成する変数として例えば，人口規模，人口密度，などがあげられてい

る (Ehrlich，1973 b : 541). 

(156)法執行需要函数については，パラメータ推定が行われていないので説明を省

略する(なお， Ehrlich (1973 b : 542-543)参照ふ

(157)なお，ここでは識別のための制約条件として多数の変数，すなわち 1期遅

れの犯罪率 1 期返れの警察経費，失業率 (35~39才)， 非白人の割合， 男

子人口の割合(全男子人口および14~24歳の男子人口)， 都市圏人口の割

合，南部の州か北部の州かを表すダミー変数，平均就学年数が用いられてい

る.

(158)強盗は，注(ゅに述べたように通常は暴力犯罪に分類されている.

(159)彼はさらに，犯罪供給函数について，失業率，就業率などの変数を外生変数

に加えて推定を行っている (Ehrlich，1973 b : 553-556). しかしその結

北法33(3・387)975 
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果については省略する.

ぐ160)Ehrlich (1973 b)については Vandaele(1978)の再分析がある. Ehrlich 

(1973b)および Vandaele(1978)の問題点については後述する.

(161) この研究では，各州及びコロンピア特別地区に関する1970年のデータが用い

られている.

(162)識別のための制約条件は POL$，SOUTHである.

(163)サンクション変数が犯罪率と負の相関をもたないという結論はこの節で、扱わ

れた研究の中で唯一の例外である.

(164)現実の推定においては，P，Qという主観的な変数は，客観的な測定に置き換

えられる.又，ESの測定方法は他の研究と若干異なっている. この点につ

いては Avioand Clark (1978: 6). 

(165)失業率が高くなれば合法的行動からの平均利得(犯罪の機会費用〉は減少す

る 従って以下の式による具体的な推定においては，失業率(UR)の回帰係

数 eiについて，前ベージで、述べたこととは逆に臼>0なる仮説がなり立つ.
(166)現実に推定される回帰式にはさらに AGE (15~24才男子人口割合)， IND 

(インディアンの割合〕が加えられている場合がある.

(167)センサス地区と裁判区域はほぼ一致している.警察区域は必ずしもそうでは

ないが， 1つのセンサス地区にいくつかの警察医域が存在する場合には，そ

れらの警察区域を合併して扱った (Avioand Clark， 1978: 7). 

(168) DOPPは， あるセンサス地区で生じた犯罪が， 他のセンサス地区にある警

察の地区本部に報告される場合がある，というデータ上の問題に対処するた

めに用いられている (Avioand Clark， 1978: 9，12). 

(169)識別のための制約条件としては，人口 1人当りの自動車登録台数，対人犯罪

率など多くのものが用いられている (Avioand Clark， 1978: 8 - 9 ). 

(170)詐欺についてはデータ上の問題がある (Avio and Clark， 1978: 12) の

で，以下の分析では詐欺を除いて考える.

(171)すでに述べたように，有罪者数/逮捕者数がここでの有罪率であることに注

意しなければならない.

(172)多くの研究では収監率(もっとも，その場合は分母が犯罪者数であるが〕が

刑罰の確実性を表す変数として用いられてきた.そのような立場から見る

と，本文の考え方はそれとは異質であるように思われる.その背後には注

(101)で述べたように， 収監率が刑罰の確実性の変数なのか， 厳格性の変

数なのかという問題が横たわっているのである.

(173) ESJLは執行猶予などで現実には収監に至らなかったケースを含んでいな

い，という点におして ESと異なる.

(174)後に述べるように，本文とは逆に)f1J期の陵味さこそ抑止効果を持つのだとい
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う議論も成立しうる.

(175)具体的には， 次の4つのデータ・セット①1961年の都市警察区域64個，②

1966年のそれ66個，③②に44の非都市部警察区域を加えたもの，④①と②を

加えたもの，について考察している.但し，④は，本稿では取り扱われな

L 、.

(176) Carr-HiIl and Stern (1973)及ひ、(4)で扱った Avio and Clark (1978)は，

アメリカの升|間比較のように，法的管轄がはっきり異なる観察単位聞の比較

研究ではない.それ故，一面ではサングショ γの可視伎という点で問題があ

るように思われるが，他面では，イギリスとかカナダの 1州でこのような研

究が可能でありかつ意味があるとすれば， 日本でもこの種の研究を行う価値

があるということになる.

(177) この研究では警官 l人当りの経費という警察の資源に関する変数が犯罪供給

函数の独立変数として用いられている.この問題は，次節で取り扱う.

(178) ここでは同時推定法として完全情報最尤法 (FIML) が用いられている

(Carr-Hill and Stern， 1973: 299). FIMLについては例えばレッサー

(1977 : 78， 86-87)，ジョンストン (1976: 452-457)参照.

(179) fを刑罰の厳格性を表す変数であると考えているが (Carr-Hilland Stern， 

1973: 305)，注 (172)と同じ問題がある.

(180)表-17を見ればわかるように，表申のfのt値は小さい(1.72)が，異なっ

た測定法によるfの値を用いると，もっと大きくなるとされる (Carr-Hill

and Stern， 1973 : 305，注(20)).

(181)表 17についても，異なった測定法によるpの値を用いると有意な負の相関

を示すとされる (Carr-Hilland Stern， 1973 : 305). 

(182) この研究は，観察単位としてニューヨーク市の各警察管轄区域を用いてい

る.従って，すべての観察単位は単一の法執行管轄区域に属している.それ

故，刑罰の厳格性の観察単位ごとの測定は不可能で、ある.しかし同一市内ゆえ

に，警察資源に関する変数については，より直接的に比較可能である.なお，

データは1971年のものである (Mathiesonand Passell， 1976: 84-85). 

(183)注(182)で述べたように，観察単位はニューヨーク市内の警察区域なので，

州が観察単位となっている場合と異なり観察単位間の犯罪者の移動は容易で、

ある.従って，犯罪からの利得の指標として隣接区域の世帯収入も意味を

もってくる.

(184)次の 2つの理由によって変数Sが用いられている.第1に，住民の移動が少

ない方が警察とのより効果的なコミュニケーションを期待することができ

る.第2に，長期居住住民の間では警察がより容易に不審者の存在を発見す

ることができる (Mathiesonand Passe!l， 1978 : 87). 
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(185)彼らは，強盗をとり上げた理由について「暴力犯罪は相互に相関が高いので

それらの区別を試みたり，新たな指標を作ったりせずに，単純に強盗を用い

る.jと述べている (Mathiesonand Passell， 1976 : 87). 

しかし，犯罪行動からの利得，犯罪の機会費用などがモテールで問題とされ

ており，犯罪からの，通常の意味の利得が問題となる強盗だからこそ，この

モデノレは十分な意味を持ってくるのである.実際，彼らは「強盗に関する犯

罪供給函数の推定結果は，ベッカーの言う合理的な犯罪行動のモデノレと矛盾

しない.jと述べている (Mathiesonand Passell， 1976 : 88). 

(186)警察活動生産函数を見ると，強盗については強盗件数比での警官数が逮捕率

と有意な正の相関を持っているのに対し，殺人については，殺人件数比での

警官数はそうではない. この点について，彼らは「殺人の多くは熱情から生

ずる単純な犯罪であり，被疑者を特定し逮捕することに警察官数あるいは警

察力の存在は関連性がない.jと述べている (Mathiesonand Passell， 1976 

: 91); 

(187)結果的には抑止の仮説は支持されたが，この研究は， Carr-Hill and S tern 

(1978) (イングランド， ウェーノレズにおける研究)， Avio and Clark (1978) 

(カナダオンタリオ州における研究〉にもまして，注 (176)で指摘した問題

があてはまるのである.

(188) Carr-Hill and Stern (1978)では，犯罪生産函数に逮捕率とともに警察経費

が独立変数として用いられているが，そこでは警察経費を抑止の変数として

把握する問題関心は存在しない.

(189)警察の資源を抑止の変数を考えるというアイディアは，他面では，警察力の

可視性による抑止を問題とする点で次章で述べる政策実験とつながるのであ

る.

(190)ポグーはまず，次のようなモデルを考える.

C=f(CL，X) 8C/8CL<O一一①

CL=CL(P， C， Z) 8CL/8P>O，8CL/8C<O一一一②

L=L(P， C， Y) 8L/δP>O， 8L/8C>O一一③

C:犯罪率

CL:解決率

P:警察活動において公的資源がどの程度使われたかを示す変数. な

お，方程式③は社会の損失函数であり， 今までの需要函数に対応

する.

さらに②を①に代入し， cについて解いた
C=g(X，Z，P) 8C/8P<O一一ー④

なる方程式をつけ加える (Pogue，1975 : 17ー18).①@@が，モデルの基本
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的な構造関係〈その意味については注(137)参照〉を示すのであるが，P

が直接Cに影響を与えているとすれば，④も構造関係を示すとみなされる

(Pogue， 1975 : 42，注(10)).そして，①cz:④から作られた回帰方程式が

TSLSによって推定される. しかし， ④式は誘導形方程式であり， ポグー

の議論は私には理解できない.

(191)なお，データの年次は， 1962， 67， 68年であり，観察単位はSMSA(Standard 

Metropolitan Statistical Area大都市とその郊外を1つの国勢調査上の単位

としたもの〉である(サンフ.ル数， 62， 67年163，68年66)(Pogue， 1975 : 21). 

(192)省略した62年，67年の表では，犯罪率に対して正の有意な相関を持つ (Pogue，

1975 : 30-31). 

(193) St-Policeが外生変数とされているのは，法執行に対する，そのコミュニティ

(観察単位〕の需要によっては決定されない変数だからである.

(194) この論文は， SMSAの歳入に反映されている諸変数(具体的には ST-

AID， FED-AID， OWN-REV， PROP TAX)は，犯罪供給函数，法執行

生産函数〈注(190)の方程式①②〉にとっての適切な識別条件である，と主

張している (Pogue，1975 : 23). 

(195)データは， 1960年の SMSA(注(191)参照〉についてのものである(サン

フ。ル数199)(Greenwood and Wadycki， 1973 : 139). 

(196)ここでは3段階最小自乗法 (3SLS) が用いられている. 3段階最小自乗法

については，例えばジョンストγ(1976: 452-457)参照.

(197)ここでは，内生変数としても外生変数としても逮捕率は用いられていない.

それ故，警察力の増大による抑止のメカニズムには，逮捕率を高めることに

よってなされる抑止のメカニズムと，警察力の可視性が抑止効果を持つとい

う直接的なメカニズムの 2つが存在しうるのである.

(198)なお， Greenwood and Wadycki (1973)については， それに対するコメン

トとして Zipinet al. (1973)，その応答として Greenwoodand Wadycki 

(1973)がある.Zipin et al. (1973)の批判は， Greenwood and Wadycki 

(1973)においては犯罪は60年のデータ，警察経費は62年のデータが用いら

れている，という点にある (Zipinet aし 1973: 222， 224). この批判に対

し， Greenwood and Wadycki (1975) は，POL， EXP， TAX につい

て57年のデータを用いても依然として正の相関は維持される (GrccnvvTood

and Wadycki， 1975: 83 Table 1)として反論している.

(199)主成分分析とは，多くの変数を互いに無相関な少数の変数に締約する数学的

方法である.その詳しい説明は本稿の主題から外れるので一切省略する.主

成分分析については例えば，芝 (1975: 48-61). 

(200)サンプルは， 1970年における全米の大きい方から43の都市(McPhetersand 
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Stronge， 1974 : 636)である.

(201) この他に，犯罪生産函数においては 1期遅れの犯罪率が用いられているが，

その意味については McPhetersand Stronge (1974 : 638，639). 

(202)犯罪生産函数の識別のための制約条件は，人口 1人当りの自治体の歳入であ

る.

(203)犯罪供給函数の識別のための制約条件は，人口 1人当りの固定資産税，市の

面積である. Swimmer (1974 a)の技術的にさらに詳しい研究としては，

Swimmer (1974 b)がある.

(204)以上で警察の資源と犯罪の同時的モデルについての説明を終わるが，以上の

研究においては，警察の資源に関する変数として単位人口当りの警察経費あ

るいは警察官数が用いられてきた. しかしこの 2つの変数が警察の資源を表

現する最適な変数であるかどうかには問題がある.これに対し，上記の2つ

の変数ではなく警察資源の様々な側面についての諸変数を用いた研究として

Wilson and Boland (1978)がある.そこでは警察の資源ないしその配分に

関する変数として，

・単位人口当りの 1日になされるパトロール数

.単位人口当りの制服警官数

・全パトロールのうち 2名乗車パトロールカーによるものの割合

.警官給与

・骨lU服警官 1人当りのパトロール中に発行される召喚状数

・単位パトロール数当りの，パトロール中に発行される召喚状数

が用いられている.なお，この研究は，本節で扱った研究とは異なり，犯罪

生産函数の説明変数としては逮捕率が用いられており，警察の資源に関する

変数は，犯罪生産函数には用いられていない.ちなみに，この研究も逮捕率

と犯罪率の間にほぼ有意といえる負の相関を示している.なお Wilsonand 

Boland (1978)に対する批判として Jacoband Rich (1981， 82)がある.

もっとも，この種の，警察資源の様々な側面に関する変数は， 日本の研究

(例えば星野(1976))ではすでに用いられている.

なお，私がこの注で述べた問題と関連する指摘としてブラムシュティンら

は次のように述べている.r警察経費の増大は， 給与， 年金にあてられ，警
察の効率や可視性に効果を与えないかもしれない， より理論的に有意味な変

数，例えばパトロール単位の数が，犯罪に対する警察資源を測定しているよ

り満足しうる変数である.J (Blumstein et al. (edsふ 1978: 45-46) 

(205)サンプルは1960年における人口10万以上の全市で・ある. (Swimmer， 1974 a 

: 294) 

(206) ここでは暴力犯罪の犯罪率として，殺人，強姦，加重暴行傷害の幾可平均を
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用い，財産犯罪の犯罪率として，強盗，不法侵入，窃盗，自動車盗の幾可平

均を用いている.暴力犯罪と財産犯罪に分けることの意味については，

Swimmer (1974 a : 303-304)参照.なお， ここでは通常暴力犯罪とされて

いる強盗が財産犯罪とされている.。07)Avio and Clark (1978)においては，有罪率は犯罪率と有意な負の相関を示
していなかった. しかし， Avio and Clark (1978)における有罪率の定義は

有罪者数/犯罪者数ではなく，有罪者数/逮捕者数である.なお，注 (171)

参照.。08)すでに述べたように，警察は犯罪の抑止機能と探知機能の二つの機能を有し
ているのである.

(209) プラムシュティ γらは「警察資源の増大が犯罪の抑止効果を持つとしても，

その抑止効果のうち， どれだけが現実の逮捕の増加に， どれだけが警察力の

可視性の増大すなわち潜在的犯罪者が知覚する警察力の増大に帰するのかを

特定することは不可能である.Jと指摘している(Blumsteinet al. (eds.)， 

1978 : 46). 

そして，警察力の可視性の増大が犯罪を抑止するかどうかという問題は，

司政策実験，でもとりあげられる.。10)つまり，ここでは犯罪と法執行の関係を需給均衡の問題と考えているのであ
る.

(211)不確実性下において，行為者が自己の満足度を最大にするように行動すると

いうことを形式的に定式化した表現である.不確実性下においては効用は確

定的ではなく確率分布として与えられる.その確率分布から得られる平均が

期待効用である.

(212)少なくとも，選好の変化は実証のレベノレで、測定される客観的機会と無関係で

あるということが仮定される.犯罪の量の現実の変化は個人の選好の変化

(例えば，道徳上の選好の変化〕にもとづくのだと主張することは，個人の

選好が操作化されていない限り少なくとも実証のレベルでt主意味をなさな

い.この問題は苅 結論，で再述する.

(213)一般的に言えば，実際には行為者は，サンタションの確実性について陵味な

知覚しか持っていない.つまり経済学的な表現をすれば，行為者にとっては

サンタションの確実性の確率分布それ白体未知なので怠る.アーリックもサ

ングションについての情報が不完全であることを認めているが r知覚と現
実のギャップは，前者を後者の方向で修正しようとする刺激になる.そして

この刺激は，誤まった知覚が行為者にとってより大きなコストとなっている

場合にとりわけ強い.Jと述べることによって，木文の主張を補強している

(Ehrlich， 1979 : 35).この主観的知覚の問題は，Xl結論，で詳しく述べる.
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(214)例えば，すで、に述べたように，法執行の需要は犯罪の負の需要と理解でき，

それと犯罪の供給の需給均衡が何らかの意味の市場において達成されるので

ある.

(215)いわゆる非市場的決定ないしは政治的決定の問題一般については，ブキャナ

ン・タロック (1979)参照.

(216)外部不経済とは，ある経済主体が他の経済主体に市場機構を通さずに与える

効用水準，あるいは利潤・産出量の低下である.

(217)以上の理論的含意に加えて，経済学的研究の政策的・実践的含意についても

若干述べておかなければならない.結論的に述べると，彼らは，自分達が法執

行についての厳格な政策の持主であると見られることを警戒しているように

思われる.そして，アーリッグのこの点についての主張は基本的に次の 2点

に集約される.第 1に，ベッカリア，ベンタムその他の功利主義者によって定

式化された抑止の仮説は，当時のヨーロッパの過剰に厳しい刑罰の反動であ

った〈もし，コストが抑止の道具なら残虐な刑罰は必要ではない〉ことを指摘

する (Ehrlich，1979: 28)，このことによって抑止の立場は思想史的には人道

主義と結びっく.第2に，計量経済学的な研究から政策を導くことについて，

「すべての犯罪の犯罪率とりわけ財産犯罪の犯罪率は，コミュニティ(観察

単位〕の所得の不平等と正の相関をしていることを我々の研究は示してい

る.このことは就業のための訓練と所得の機会を平等化することについての

1つの社会的刺激となる. …・・(中略〉……法執行のためにより多くの資源

を用いることが社会にとって割に合うことかどうかは，犯罪を抑止するため

のこれらの経費の有効性だけではなく，犯罪に対処する他の方法がどの程度

割に合うのかということにも依存している」と述べ (Ehrlich，1973b : 561) 

犯罪統制政策として社会福祉的な政策があり得ることを述べている.そして

このことは，注(31)で述べた「経済学者は犯罪に対する独立変数の野性値

から政策上の助言を引き出すことに経験豊かである」という陳述に対応して

いるのである.

(218)注 (137)(140)参照.

(219) 1期おくれの警察経費を識別のための制約条件として用いた研究において

は，犯罪供給函数の独立変数として逮捕率もしくはそれに代る刑罰の確実性

の変数が用いられている.そして，警察経費が，その刑罰の確実性の変数を

通じてのみ犯罪率に影響するのであればその点では制約条件として適切であ

る.もっとも，すで、に述べたように警察力の可視性そのものが直接犯罪を抑

止するという因果関係を考えることができる以上，この仮定自体疑わしい

ヵ;，

(220) t期の犯罪率は，t， t+1，……の警察経費に影響するにすぎない. しかし警
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察経費は t+n，……，t+l， t， t-l， ……， t-n期でランダムに変化して
いるのではない.時期を越えてある程度一貫している.そうなると，t-1期

の警察経費と犯罪率は共変してしまう (Blumstein et al. (eds.) ， 1978: 40 

-42). なお， より一般的な時系列相関の問題については， Nagin (1978 a 

: 128-129). 

(221)警察資源が抑止の変数となっている研究において，犯罪供給函数の識別のた

めの制約条件として用いられることがある財政に関する変数(市の予算額な

ど〕については， Blumstein et al. (eds.) (1978: 45)参照.

(222)プラムシュティンらは，刑事司法システム内のサンクショシを科する過程に

ついての研究が識別のための制約条件を見出すために有意義で司ある，と述べ

ている (Blumsteinet al. (edsふ 1978: 47-49). 

(223)ちなみに， それは1960年で0.78，74年でO.74 (Nagin， 1978 b : 354) であ

る.

(224) 1950~59年の各1+1の収致者人口比は，比較的安定している.ここではKの値

としてその平均(150-59)を用いる (Nagin，1978b: 355). 

(225)データセットとしては， Ehrlich (1973 b)， Vandaele (1978)と同じデータ

セットを用いている.

(226)つまり，収監者人口比がn%ふえれば，収監率 (P)がn%減るとL、う関係

である.

(227)なお，制約条件Kの問題点、については Nagin(1978b : 359-360). 

(228)以下の研究は同時推定法を用いた研究に比べて技法上すぐれているわけでは

ない.ここでは単に同時推定法以外の方法を用いて因果関係の方向を特定し

ようとした研究が存在しているということを読者に示しているにすぎない.

従って，以下の研究が今まで述べてきた経済学者の結論と相対立する結果を

示すとしても，それによって，経済学者の研究の結論が覆えされることを意

味するものではない.

(229) Pontell (1978)については， Gibbs (1978)， Henshel (1978)， Tittle (1978) 

の各コメントがある.

(230)パス解析とは，重回帰分析を応用して，予め想定された因果関係のモデルが

データの相関行列に整合するかどうかを確かめ，それによって因果推論を行

う方法である. パス解析一般については中谷 (1978: 137-142)，特に

Logan (1975)の場合(犯罪率と逮捕率という 2つの変数について異なった

2つの時点のデータを扱うので 2波2変数パネルデータ Two-waveTwo-

variables Panel Data とよばれる)については， Duncan (1975)あるいは

Logan (1975)自身が引用している Duncan(1969)参照.

(231)ここ.では，時期遅れの変数として 1年遅れのものを，そしてそれのみを扱っ
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ているが， Logan (1975)は， i現実には，逮捕率によって伝達されるメッセー

ジは何年かかけて徐々に進行する.Jと述べている (Logan，1975 : 386).この
問題はサγクションの主観的知覚の問題と関連している重要な問題である.

(232)なお， Logan (1975)を発展させ， 3つの時点のデータを用いて同種の分析

(2波パネルモデルに対して3波パネルモデルと呼ばれる〕を行ったものと

しては， Greenberg et al. (1979)がある.

〔付表J tの表

アマ1~20 I 0川。川-Eド引 o∞1
1 3.078 6.314 12.706 

2 1. 886 2.920 4.303 

3 1. 638 2.353 3.182 

4 1.533 2. 132 2. 776 

5 1.476 2.015 2.571 

6 1.440 1.943 2.447 

7 1. 415 1. 895 2.365 

8 1.397 1. 860 2.306 

9 1. 383 1.833 2.262 

10 1. 372 1.812 2.228 

12 1.356 1. 782 2.179 

14 1.345 1.761 2. 145 

16 1.337 1.746 2. 120 

18 1.330 1.734 2. 101 

20 1.325 1.725 2.086 

25 1.316 1.708 2.060 

30 1. 310 1. 697 2.042 

40 1. 303 1. 684 2.021 
アー

60 1.296 1.671 2.000 

120 1.289 1.658 1.980 
。。 1.282 1. 645 1. 960 

一一一一

a:有意水準(両側検定〉

ゆ:自由度

林 (1963:87 表14-1)より

31.821 63.657 636.619 

6.965 9.925 31. 598 

4.541 5.841 12.941 

3.747 4.604 8.610 

3.365 4.032 6.859 

3. 143 3.707 5.959 

2.998 3.499 5.405 

2.896 3.355 5.041 

2.821 3.250 4.781 

2.764 3. 169 4.587 

2.681 3.055 4.318 

2.624 2.977 4. 140 

2.583 2.921 4.015 

2.552 2.878 3.922 

2.528 2.845 3.850 

2.485 2.787 3. 725 

2.457 2.750 3.646 

2.423 2.704 3.551 

2.390 2.660 3.460 

2.358 2.617 3.373 

2.326 2.576 3.291 
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さム 吾同

両同 民泊

〔補遺〕 本稿V 日本における既存の研究の補足

本稿(1)(33巻1号)脱稿後の文献として山浦(1982)青山(1982)がある.

山浦(1982)は警察の効率という行政学的な問題関心に立っている.そこ

では費用としての県民1人当りの警察費用負担額と効果として犯罪率およ

び検挙率の関係が分析され，それによって警察の効率が測定される(山浦，

1982: 88-89). そして犯罪の発生を説明する犯罪発生構造方程式の他，

警察支出額決定構造方程式，検挙率変動構造方程式が構造モデルを構成す

る(山浦， 1982: 90-96). しかし， 第1に，犯罪者の期待効用という犯

罪の経済学の基本的アイディアを欠く点，第2に，犯罪発生率が検挙率に

影響を与えるというアイディアを欠く点，第3fこ，同時推定法が用いられ

ていないという点で， Ehrlich (1973 b )に始まる経済学的な一般抑止研究

とは異なる.

青山(1982)は基本的には警察資源の効果的な配分に関心がある(青山，

1982 (下) : 118).この研究においては警察力を表す変数である①警察官

数②警察通信情報システム力③警察予算，と犯罪件数との関係が探究され

る.そして真実の検挙率(発覚の可能性×検挙の可能性)とL、う確率づき

で変化する不確実性のもとでの犯罪者の期待効用を議論している(青山，

1982 (上) : 115-117).実証における連立方程式モデルにおいては犯罪

発生方程式に相当するものとして暗数率方程式および認知件数方程式が用

いられる(青山， 1982 (下) : 101-105). 

山浦 (1982)青山(1982)についてはM 結論，で再述する.
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